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大竹市一般廃棄物処理基本計画の見直しについて（諮問） 

 

 

 平成２５年３月に，大竹市一般廃棄物処理基本計画を，平成２５年度を初年度とし，

平成３４年度を目標年度とする１０か年計画として策定しました。 

 この一般廃棄物処理基本計画につきましては，国が「ごみ処理基本計画策定指針」の

中で，概ね５年ごとに改定することが適切であると規定しているところです。 

このため，市では，今年度が，本基本計画策定の５年目にあたるため，本基本計画の

見直しを行い，新たに改定計画を策定することとしております。 

 つきましては，大竹市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第７条の規定に基づき，一

般廃棄物の減量等に寄与する下記の事項等について，貴審議会の意見を求めます。 

 

                   記 

 

１．事業系ごみに係るごみ処理手数料の見直しについて 

２．ごみの分別方法・区分の見直しについて 

３．効率的なごみの減量・資源化の取組について 


